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【本報告書で用いる用語】 

本調査研究事業及び本報告書（本編、参考資料）において使用する主要な用語の定義は以下の通りである。 

用語 説明 

第二期基本計画 
「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（令和 4 年3 月 25 日閣議決

定） 

中間検証報告書 
「第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書」（令和 7

年 3 月 7 日、成年後見制度利用促進専門家会議） 

規制改革実施計画 「規制改革実施計画」（令和７年６月 13 日閣議決定） 

本人 成年後見制度を利用する人 

後見人等 成年後見人、保佐人、補助人を総称する。 

監督人等 成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人を総称する。 

市民後見人 
家庭裁判所から後見人等として選任された、専門職や親族ではない地域

住民で、地方公共団体等が行う市民後見人等養成研修を受講した人。 

後見人等登録者名簿 

養成研修修了後に、受任調整会議等において推薦の対象となる後見人等

候補者の一覧。市町村（またはその委託・補助先）によって作成、管理、更

新され、継続的、定期的に確認・評価されるもの（市民後見人、法人後見実

施団体、専門職等、全候補者をまとめて作成している場合を含む）。 

法人後見 

（成年後見はやわかり1） 

家庭裁判所から、後見人等として選任された法人（社会福祉法人や NPO

法人等） 

養成 
主に研修等を通じて、権利擁護支援の担い手となる人材を確保する段階

のこと。 

育成 

（第二期基本計画） 

第二期基本計画において担い手の「育成」とは、養成研修の実施から候補

者推薦、後見人等として選任されるまでの支援を指す。 

活躍支援 

（第二期基本計画） 

第二期基本計画において 市民後見人の 「活躍支援」とは、 地域住民が 

後見人等として活動できるようにするための支援に加えて、後見人等と

して選任されていない場合でも、成年後見制度の広報・相談活動や見守

り活動を行う、法人後見の支援員、日常生活自立支援事業の生活支援員、

意思決定支援を行うなど、地域において広く権利擁護の担い手として活

躍できるようにするための支援を指す。 

地域の関係者 

（第二期基本計画） 

本人に身近な家族・親族等、医療・福祉・介護等の関係者、民生委員・自治

会・民間事業者等の地域の関係者のこと 

 

1 成年後見制度の基本的な仕組みや利用方法について、本人・家族・地域関係者向けにわかりやすく紹介する厚生労働省の

公式情報サイト（https://guardianship.mhlw.go.jp/） 
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Ⅱ．事業実施体制、スキーム 
 

本事業では、事業の設計・実施・分析等にわたって多様な視点から助言を得るために有識者

等により構成される検討委員会を設置した。委員及びオブザーバーは以下の通りである。 

 

１．検討体制 

 

１－１．本委員会委員、オブザーバー 

 

■委 員（五十音順、敬称略）◎：委員長         （令和 8年 3月 31日現在） 

氏  名 所  属 

海野 芳隆 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会 生活支援部 権利擁護課 課長 

上山 泰 新潟大学 法学部 教授 

川端 伸子 一般社団法人 権利擁護支援プロジェクトともす 代表理事 

住田 敦子 特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター  
あすライツ センター長 

永田 祐

（◎） 同志社大学 社会学部 社会福祉学科 教授 

前田 実知代 美馬市保険福祉部 次長 

山本 恵美子 広島県 健康福祉局 地域共生社会推進課 課長 

 

 

■オブザーバー（○：本事業主担当部署） 

 

 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課（○） 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室 

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 

法務省   民事局 

最高裁判所 家庭局 

 

■事務局 

  一般財団法人 日本総合研究所 
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１－２．作業部会委員（成年後見制度利用支援事業に関するグループ討議）、オブザーバー 

■委 員（五十音順、敬称略）◎：部会長         （令和 8年 3月 31日現在） 

氏  名 所  属 

青木 佳史 日弁連高齢者・障害者権利支援センター 副センター長 

安藤 亨 愛知県 豊田市 福祉部 よりそい支援課 地域共生・社会参加担当 担当長 

上山 泰（◎） 新潟大学 法学部 教授 

川端 伸子 一般社団法人 権利擁護支援プロジェクトともす 代表理事 

住田 敦子 
特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター  
あすライツ センター長 

中野 篤子 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 副理事長 

星野 美子 公益社団法人 日本社会福祉士会 参事 

 

 

■オブザーバー（○：本事業主担当部署） 

 

 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課（○） 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室 

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 

法務省   民事局 

最高裁判所 家庭局 

 

■事務局 

  一般財団法人 日本総合研究所 
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２．検討委員会の開催日程、議題 

 

検討委員会の開催日程及び議題は以下の通りである。 

 

開開催催日日程程  議議    題題  

第 1 回検討委員会 

令和 7 年 11 月 18 日 

（１）事業概要についての説明 

（２）地域の権利擁護の担い手（市民後見人、法人後見）育成に関する現状

と課題の共有 

（３）アンケート調査についての検討 

作業部会 

令和 8 年 1 月 16 日 
成年後見制度利用支援事業に関するグループ討議（作業部会） 

第 2 回検討委員会 

令和 8 年 2 月 12 日 

（１）経過報告 

（２）市民後見人の育成・活躍支援に向けた検討 

（３）法人後見の育成に向けた検討 

第 3 回検討委員会 

令和 8 年 3 月 18 日  

（１）事業報告書（案）についての検討 

 ・市民後見パート 

 ・法人後見パート 
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【本事業における取組一覧】   

 

2 「本報告書で用いる用語」を参照。 

区分 調査手法 調査対象（数） 主な調査・検討内容 

市民後見パート 

アンケート

調査 

本調査 
全国の都道府県（47）、市町村

（1,741） 

地域の権利擁護の担い手の育成・活

躍支援の実施状況、情報の引継ぎ状

況、未実施市町村の課題把握 

追加調査 
規制改革実施計画に関連する市

町村（63） 

他機関等による養成研修修了者や

転入者の受入れ基準、適性確認の具

体的な運用実態 

ヒアリング

調査 

市町村・

中核機関 

北海道新得町、新潟県燕市、静岡

県島田市、静岡県富士市社会福

祉協議会、兵庫県伊丹市 

育成から活躍支援までを一体的に

進めるコーディネート機能や専門

職連携の工夫 

実務者 

市民後見人の育成、選任後の支

援体制の整備等に長年携わって

いる実務者（西川浩之司法書士） 

市民後見人の育成、選任後の支援体

制の整備等に関する専門職として

の助言、提案 

広域支援

機関2 

高知県・高知県社会福祉協議会、

静岡県社会福祉協議会、よこは

ま成年後見推進センター、知多

地域権利擁護支援センター 

都道府県や広域中核機関による、市

町村・法人に対する広域支援の概要 

法人後見パート 

アンケート

調査 
本調査 

全国の都道府県（47）、市町村

（1,741） 

地域の権利擁護の担い手の育成・活

躍支援の実施状況、未実施市町村の

課題把握 

ヒアリング

調査 

法人後見

実施団体 
(一社)Sすけっと、(福)誠信会、

(特非)MAG等 計 5団体 
法人後見立ち上げのプロセス、組織

的な受任体制、経営面での課題 

学識者 
成年後見制度に精通する学識者

（上山泰教授） 

将来の「法人後見ガイドライン」策

定に向けた専門的視点からの助言 

広域支援

機関 

静岡県社会福祉協議会、よこは

ま成年後見推進センター、知多

地域権利擁護支援センター 

都道府県や広域中核機関による、市

町村・法人に対する広域支援の概要 

成年後見制度利用支援事業に関する検討 

グループ討

議（作業部

会） 
－ 有識者、専門職団体等 

成年後見制度利用支援事業（報酬助

成）の全国的な基準設定に関する検

討 
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自治体名
圏域人口
（R7.3.31

もしくは4.1）

中核機関の整備
状況、運営主体

市民後見人
養成研修開始年

特徴

1 北海道新得町 5,401人
• 単独
• 委託（NPO）

令和元年度

• 町長、町議への養成講座受講の働きかけ

• 行政計画への位置づけ

• 法人理事1名、市民後見人養成講座修了者2名、専門職アドバ
イザー1名による「チーム受任」をルール化

• 月１回の定例会での状況確認

• 交流、フォローアップを通じた修了者のモチベーションの維持

2 新潟県燕市 75,617人
• 単独
• 委託（市社協）

令和5年度

• 福祉専門職に特化した独自のカリキュラムの整備

• 監督人を付与しない単独受任の実現

• ミスマッチを防ぐ「事前顔合わせ」と「熟慮期間」

• 選任後のチーム会議の開催

３ 静岡県島田市 94,270人

• 単独
• 一部委託（市社

協）

平成28年度

（市民後見人養成研
修は、3市1町で実施）

• 受任者養成を目的としたプログラムから、地域の権利擁護の
担い手に対象拡大

• 市民後見人を重視した受任者調整（候補者検討）の推進

• 選任後のチーム会議の開催

• 研修修了者による継続的な学びと交流の場の開催

4 静岡県富士市 245,514人
• 単独
• 委託（市社協）

平成25年度

• 継続研修の実施

• 日常生活自立支援事業の生活支援員、法人後見の支援員で
の活動期間を、本人とのマッチング期間と位置づけ

• 市社協が監督人として、市民後見人の活動を支援

• 選任後のチーム会議の開催と定期的な相談機会の設定

5 兵庫県伊丹市 194,603人
• 単独
• 委託（市社協）

平成22年度

• 複数の実習先の協力による実務研修重視

• 市社協が監督人として、市民後見人の活動を支援

• 選任後のチーム会議の開催

• 研修修了者による動画を通じた広報による普及

1

市民後見ヒアリング先（本編p.20、参考資料p.90）
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を支える体制づくりが求められる。先述した知多地域における、4市 5町が共同で「地域福

祉人材バンク」の運用を進めている取組は、その好例である。 

これにより、市町村や中核機関が単独で担うことへの限界を克服し、地域全体で担い手を

支える好循環が生まれている。 

（３）提言 

今後は、市町村及び中核機関、都道府県において、「地域全体の権利擁護人材」という広

い視点から、養成研修修了者の活躍の場を広げる働きかけを行うことが期待される。 

具体的には、日常生活自立支援事業の生活支援員や法人後見支援員、民生委員、制度の広

報・説明、地域の見守り支援、意思決定サポーター、権利擁護サポーターなど、多様な場面

での活躍が想定される。養成研修修了者それぞれのバックグラウンドを活かし、本人の希望

に沿った参画しやすい体制を整備することが重要である。 

一方、こうした活躍支援を市町村や中核機関が単独で担うことには限界がある。社会福祉

法人の法人後見における支援員としての活動をコーディネートしたり、地域包括支援センタ

ーや相談支援事業所と連携して見守り支援員として活躍してもらうなど、地域の関係機関が

連携して担い手を支える体制づくりが求められる。  

地域連携ネットワーク全体で、市民の活躍を支援する仕組みを構築していくことが重要で

ある。 
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法人名 法人本部所在地
圏域人口
（R7.3.31

もしくは4.1）

法人の主要事業
法人規模

（聞き取り時点）
法人後見の実施体制 受任件数

1
一般社団法人
Sすけっと

（えすけっと）
北海道新得町 5,401人

• 法人後見
• 福祉便利屋（電

球交換、草刈り、重
い物の移動等）

• 有償運送

• 役員：理事3名、
社員5名、監事2
名

• 会員数 ： 44名
（R8.2）

法人理事1名、市民後見人
（法人会員である養成講座
修了者）2名、専門職アドバ
イザー1名の計4名による
「チーム受任」をルールとし
ている

5件

（R8.2）

2

公益社団法人
埼玉県手をつ
なぐ育成会
（いきいき
ネット）

埼玉県さいたま市
7,321,033

人

• 知的障害のあ
る方の家族支
援（相談、研修、
広報啓発、法人
後見等）

総職員数 約40名

• 本部職員3名

• 後見人相当の理事7名

• 現場を支えるスタッフ
（親）30名

69件

３
社会福祉法人

誠信会
静岡県富士市 245,514人

• 児童からスター
トし、高齢・障
害・相談を担う
総合法人

総職員数 287名
副本部長が統括し、1ケー
スに対し必ず2名の支援員
（社会福祉士有資格者）

1件

4

社会福祉法人
MAG

（成年後見セ
ンターひかり）

宮崎県国富町 17,433人

• 障害福祉サー
ビス

• 介護保険サー
ビス（ケアプラ
ン）等

総職員数 144名

5名体制

（センター長1名、専門員1
名（社会福祉士）と支援員3
名）

7件

5

社会福祉法人
富士市社会福
祉協議会

（富士市成年
後見支援セン

ター）

静岡県富士市 245,514人

• 地域支援
• 在宅サービス
• 権利擁護部門

（法人後見、市民
後見、日常生活
自立支援事業）

総職員数 189名

• 正職員（社会福祉士）2
名を法人後見の専任と
して配置。

• 1ケースにつき2名の担
当者

17件

1

法人後見ヒアリング先（本編p.57、参考資料p.136）

2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   512026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   51 2026/05/25   12:08:092026/05/25   12:08:09



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   522026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   52 2026/05/25   12:08:092026/05/25   12:08:09



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   532026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   53 2026/05/25   12:08:102026/05/25   12:08:10



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   542026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   54 2026/05/25   12:08:102026/05/25   12:08:10



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   552026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   55 2026/05/25   12:08:102026/05/25   12:08:10



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   562026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   56 2026/05/25   12:08:102026/05/25   12:08:10



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   572026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   57 2026/05/25   12:08:102026/05/25   12:08:10



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   582026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   58 2026/05/25   12:08:102026/05/25   12:08:10



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   592026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   59 2026/05/25   12:08:102026/05/25   12:08:10



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   602026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   60 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   612026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   61 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   622026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   62 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   632026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   63 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   642026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   64 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   652026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   65 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   662026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   66 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



2026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   672026030836-日本総研-市民後見報告書.indd   67 2026/05/25   12:08:112026/05/25   12:08:11



 

64 

 

Ⅲ－１．実施概要 
 

１．目的 

中間検証報告書では「成年後見制度利用支援事業の対象範囲や助成実績に地域差があること等へ

の指摘があるため、詳細な実態を把握し、市町村への財政支援も含めた見直しが必要である」11と

記載されている。これを受けた先行研究では、「報酬助成に関わる全国統一の要綱や基準の制

定」、「報酬助成の対象要件が自治外ごとに異なることを踏まえた、国が示す基準の趣旨の明確

化」等が課題として挙げられている12。 

本事業では、上記の流れを踏まえ、今後、厚生労働省における、成年後見制度利用支援事業の見

直しを検討するにあたっての、論点（案）や対応の方向性（案）、課題等の整理を行う上での論点

出しを目的に、成年後見制度利用支援事業について集中的に検討を行う機会として作業部会を設置

し、議論を行った。 
 

 

２．作業部会委員、オブザーバー 
  ※本資料 P.5に掲載。 

 

 

３．開催時期 

令和 8年 1月 16日（金）17時～20時 

 

４．実施方法 

オンライン 

 

５．主な検討事項 

⚫ 短期的に取り組める、現行制度の改善に向けた論点（案） 

（全国統一基準を設ける場合の検討事項） 

① どの項目を対象とするか。どの項目から着手することが適当か。 

② 全国統一基準を設ける／設けない場合、どのようなメリットと課題が考えられるか。 

③ 報酬助成額の基準や上限等について、どのように整理することが考えられるか 

⚫ 将来的に、成年後見制度利用支援事業を前提としない報酬助成の仕組みについての論点

（案） 

⚫ その他に検討すべきこと  等 

 

  

 

11  成年後見制度利用促進専門家会議（令和 7年 3月 7日）「第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告

書」p.29、59～60 
12  野村総合研究所（令和 7年 3月）「成年後見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業 報告書」p.116、122～123 
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Ⅲ－２．議論の結果概要 

作業部会で議論された結果から、今後、厚生労働省における、成年後見制度利用支援事業の見直し

を検討するにあたっての論点として、以下のような整理がなされた。 

【作業部会から提示された論点】 

１．短期的に取り組める、現行制度の改善に向けた検討 

（１）全国統一基準の必要性と国の役割 

（２）助成対象要件の統一（対象範囲の整理） 

① 単位（本人、世帯） 

② 申立人の属性 

③ 後見人等の属性 

④ 任意後見人、任意後見監督人 

⑤ 所得・資産 

（３）助成水準の在り方（金額設計） 

① 上限・下限の設定 

② 基準額 （在宅／施設区分） 

③ 予算の予測可能性 

（４）実施主体・負担関係（自治体間整理） 

（５）その他、運用上の課題 

① 代理受領 

② 取消し申立て費用 

２．将来的な制度設計に向けた検討 

（１）報酬体系の再設計 

① 法律専門職が行う業務と後見人等として行う事務との切り分け、評価 

② 固定的な後見報酬の見直し 

③ 成年後見制度の利用に影響を与える報酬助成制度の運用 

（２）制度の財政的・法的位置づけ 

① 任意事業から必須事業への移行 

② 助成制度の位置づけの検討 

（３）対象外ケースへの対応 

３．その他 

（１）法人後見の体制整備と評価の在り方 

① 運営補助 

② 実態把握 

③ 評価・認証 

④ 中核機関の候補者調整機能と連動した成年後見制度利用支援事業の運用の必要性 

（2）専門職から市民後見人へのリレー促進に向けた設計の検討 
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1. 短期的に取り組める、現行制度の改善に向けた検討 

(1) 全国統一基準の必要性と国の役割 

 成年後見制度という国の制度である以上、報酬助成についても全国で同一の基準とすべ
き。財政的に厳しい自治体には国が責任をもって補填すべき。 

 全ての自治体が個別に基準を設けることには自治体間調整の観点から限界があり、国に
よる一定の共通ルールと財源保障の検討が必要。 

 後見人等が報酬助成を受けられる自治体に利用者が偏る状況が生じ、本人にとって最も
適切な医療・福祉サービスを選択できない不利益が発生している。利用者の権利尊重の

観点からも全国統一基準が必要だという認識を改めて確認したい。 

 成年後見制度は民法に基づく個人の権利保障制度であり、各自治体が設定している福祉
制度に依拠した基準（世帯収入の概念など）とは異なる観点から設定を行う必要があ

る。 

 

(2) 助成対象要件の統一（対象範囲の整理） 
 

① 単位（本人、世帯） 

 世帯単位ではなく、本人の資力のみで判断する「本人単位」を原則とすべき。 

（世帯単位での判断は、世帯員の協力が得られにくい、権限上の限界から世帯の収入を把

握できない。） 

 

② 申立人の属性 

 申立人の属性によって助成の可否が異なる現状は、市町村間で大きな不公平を生んでお
り、早急に是正すべき。 

 首長申立に限定することは避けるべき。 

 

③ 後見人等の属性 

 専門職、市民後見人、法人、親族等、後見人の属性によらず、対象とするのが望ましい。 

 市民後見人の無報酬運用や、法人後見の委託・補助など自治体ごとの運用差があるた
め、一律化にはこれらの点への考慮を行った上での検討が必要。 

④ 任意後見人、任意後見監督人 

 任意後見監督人についても、低所得者が任意後見を利用できるよう助成のあり方を検討
すべき。 

 親族・知人による任意後見の場合、監督人には丁寧な支援が求められる実態があり、助
成対象とすることが望ましい。 

 身寄りのない人の支援として任意後見を活用する施策を進める場合、監督人報酬だけで
なく任意後見人報酬の助成も検討が必要。 
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⑤ 所得・資産 

 収入のみで判断すると、年金収入はあるが預貯金がない人が対象外となるため、資産要
件も含めた総合的な基準設定が必要。 

 

(3) 助成水準の在り方（金額設計） 
 

① 上限・下限の設定 

 施設・在宅の別によって上限基準を設けることには必ずしも合理性があるとはいえな
い。具体的な職務に対する評価をして家庭裁判所が報酬を決定するのであるから、基本

はその決定額を助成することとし、共通の助成上限額の基準を国が示し、その上で自治

体がさらに上乗せ部分を工夫する仕組みが現実的だと考える。 

 下限のみで上限を設けない場合、自治体内の予算調整が困難になる可能性があり、財政
当局との折衝が自治体職員の能力や裁量に左右される懸念がある。 

 全国統一基準を示すことにより、現在、助成水準の高い自治体が基準の引下げを迫られ
る懸念があることから、全国統一基準は最低ラインを示し、上乗せは自治体の裁量とす

るということも考えられるのではないか。 

 令和７年４月の見直しにより、身上保護についての付加報酬が出されるようになった。
このことから裁判所による報酬決定が報酬助成の上限額を超えるケースが出てきている

一方、超過分が助成されず、本人からも受け取ることができない問題があり、助成上限

額の在り方についても検討が必要。 

 

② 基準額13（在宅／施設区分） 

 施設入所や長期の病院入院の場合には、生活保護基準が在宅の保護基準に比べて極めて
低い最低生活費基準が設定されるため、月数万円の年金しかなくても生活保護適用外と

なり、その場合は報酬助成できないということになる。このため実務では、虐待対応等

により施設入所や病院に入院しているケースの場合、こうした助成対象外となるものが

多く、後見人が無報酬となる事例が多発している。そのため、生活保護基準と連動して

助成要件を定めることは見直しが必要と考える。 

 在宅・施設の別で上限額を区分する現行の国のひな型には実態的根拠が乏しい、支援の
困難さは居住形態では判断できない。 

 

  

 

13  厚生労働省老健局計画課長通知（平成 12 年 7月 3日）「老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による法定後見の開始の

審判等の請求及び「成年後見制度利用支援事業」に関する Q&Aについて」 
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2. 将来的な制度設計に向けた検討 

(1) 報酬体系の再設計 

① 法律専門職が行う業務と後見人等として行う事務との切り分け、評価 

 訴訟・損害賠償請求など法律専門職が担うべき業務と、後見人としての基本的支援は切
り分けて考える必要がある。法律事務を行っているにも関わらず、それが後見人報酬に

丸められて低く評価され報酬が少ないという実態を解消すべき。民事法律扶助も含め

て、どの制度で支えるのかについては、今後の計画や検証の中で改めて整理していく必

要がある。 

 法的対応と福祉的支援の境界が曖昧な事案もあるが、まずは、明確に区分可能な部分か
ら制度化を進めるべき。 

 専門性を適切に評価し、法律事務終了後に担い手を引き継ぐなど、柔軟な運用も可能で
はないか。 

② 固定的な後見報酬の見直し 

 後見開始直後など負担の大きい時期に重点配分し、一定期間経過後は助成額を段階的に
減額する、助成期間を区切るなど、傾斜型、期間限定型の仕組みの検討も求められるの

ではないか。 

 長期間にわたり平均的な月額報酬を固定的に支給する仕組みは見直し、負担実態に応じ
た報酬体系に転換する必要があると考える。 

 事案によっては、必ずしも時間経過とともに負担が軽減しない場合や、時期により負担
が大きく変動する場合もあり、選任からの経過年数のみで報酬を減額する仕組みには強

い違和感がある。筋からしても、裁判所が後見制度の必要性を認め、制度が継続してい

る以上、裁判所によって決定された金額については全額助成されるべき。 

③ 成年後見制度の利用に影響を与える報酬助成制度の運用 

 市民後見人へのリレーを促すなど、制度として目指す方向に報酬を付けることによる運
用の誘導は、介護報酬や診療報酬と同様に一定の合理性があると考える。市町村が特に

認めたものについては、継続して報酬助成をするが、それ以外は一定程度の年数が過ぎ

たら報酬助成を終えるということもありうるのではないか。 

 報酬助成の在り方を通じて後見利用の継続・終結を誘導することには慎重であるべき。 

 後見の必要性の判断は、市町村や裁判所が丁寧に見極めるべきであり、報酬助成額のコ
ントロールにより補助制度の継続や終結を誘導することには反対。 

 事案によっては、時間の経過にかかわらず課題や負担が継続する場合があり、傾斜型報
酬を市町村が慎重に検討することなく導入すると、家庭裁判所が決定した報酬額より低

い金額で助成されてしまうおそれがある。固定的な後見報酬の見直し自体は必要と考え

られるものの、負担の実態は個々の事案で大きく異なるため、家庭裁判所が定期報告書

の内容から状況を適切に把握し、妥当な報酬額を審判する仕組みが重要だと考える。 
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(2) 制度の財政的・法的位置づけ 

① 任意事業から必須事業への移行等 

 地域支援事業（高齢）の任意事業では自治体間の運用差が大きく、全国一律の基準を実
現するには必須事業に位置づけることが重要。地域生活支援事業（障害）の実質的補助

率の低さも改める必要がある。 

 制度を継続的に改善するためには、所管省庁が責任をもって予算措置を行うことが重要。 

② 助成制度の位置づけの検討 

 基準を示すだけでは実効性が乏しく、国の資金の出し方や拘束力のある示し方等、制度
設計の見直しが必要不可欠である。 

 国費の負担に上限のある制度では、利用が広がるほど自治体負担が増し、運用上の歪み
が生じやすい。需要に応じて国の予算を拡充できる仕組みへの転換が必要である。 

 最低生活保障的な位置づけとする場合は、国の義務的経費として整理する必要がある。
報酬助成の観点からも福祉と司法の役割分担も必要で、法的支援に対する付加報酬まで

福祉施策で助成することには課題があり、自治体財政上の理解が得られにくい。 

 助成制度の立ち位置を明確化することが、自治体にとって運用しやすい環境につながる。 

 

(3) 対象外ケースへの対応 

 利用支援事業の対象外となる人への対応を考慮し、地域で報酬を担保できるセーフティ
ネットの仕組みを整えることが重要。 

 予算上限がある以上、必ず対象外が生じるため、国全体で支え合う社会保障的な仕組み
も検討すべき。 

 全国一律の仕組みを法定事務化すると、運用が硬直化し救済対象が減る可能性があるた
め、市町村長の裁量を一定程度残すことが、対象者救済や制度の柔軟性確保の観点から

重要。 

 介護保険の認定審査会や生活保護の不服審査のように、多様な視点で評価・調整する仕
組みを設けることで、柔軟性を担保できる可能性がある。法定化しても、現場で対応可

能な弾力性を確保することが望ましい。 
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